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４
月
４
月
1010
日
は
県
議
会
議
員

日
は
県
議
会
議
員

４
月
４
月
2424
日
は
町
議
会
議
員

日
は
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

●
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

　

告
示
日　

４
月
１
日
㈮

　

投
票
日　

４
月
10
日
㈰

　
　

第
１
・
第
２
・
第
３
投
票
所

　
　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

　
　

第
４
・
第
５
投
票
所

　
　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
７
時

　

開
票
日　

４
月
10
日
㈰

●
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　

告
示
日　

４
月
19
日
㈫

　

投
票
日　

４
月
24
日
㈰

　
　

第
１
・
第
２
・
第
３
投
票
所

　
　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

　
　

第
４
・
第
５
投
票
所

　
　
　
　
　

午
前
７
時
〜
午
後
７
時

　

開
票
日　

４
月
24
日
㈰

　

選
挙
す
べ
き
議
員
数　

10
人

●
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

・
平
成
３
年
４
月
11
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方

・
平
成
22
年
12
月
31
日
以
前
か
ら
当

町
に
住
所
が
あ
る
方

●
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

・
平
成
３
年
４
月
25
日
以
前
に
生
ま

れ
た
方

・
平
成
23
年
１
月
18
日
以
前
か
ら
当

町
に
住
所
が
あ
る
方

　

両
選
挙
と
も
有
権
者
の
方
に
は
告

示
日
以
降
「
入
場
券
」
を
郵
送
し
ま

す
。
入
場
券
が
届
い
た
ら
、
ま
ず
、

住
所
、
氏
名
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る

場
所
が
あ
な
た
が
投
票
す
る
投
票
所

で
す
。

　

万
一
入
場
券
を
な
く
し
た
場
合
で

も
投
票
で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所
の

係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

投
票
日
の
当
日
に
出
張
、
旅
行
、

病
気
な
ど
の
理
由
で
、
投
票
に
行
け

な
い
場
合
は
、
そ
の
不
在
の
事
由
な

ど
を
宣
誓
書
に
書
い
て
、
期
日
前
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
投
票
期
間

　

●
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　

４
月
２
日
㈯
〜
４
月
９
日
㈯

　

●
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　
　

４
月
20
日
㈬
〜
４
月
23
日
㈯

■
投
票
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

■
投
票
場
所

　

役
場　

１
階
会
議
室

■
持
参
す
る
物

　

入
場
券
（
届
い
て
い
な
い
場
合
は

　

結
構
で
す
。）

　

病
気
な
ど
で
入
院
し
て
い
る
方
で

も
指
定
病
院
な
ど
で
あ
れ
ば
、
病
院

な
ど
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
院
長
な
ど
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

■
投
票
期
間

　

期
日
前
投
票
の
投
票
期
間
と
同
じ

　

で
す
。

　

体
が
不
自
由
な
方
や
、
字
の
読
め

な
い
方
は
、
投
票
所
の
係
員
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。
係
員
が
、
あ
な
た

か
ら
直
接
お
聞
き
し
て
、
あ
な
た
に

代
わ
っ
て
記
入
し
ま
す
。

　

体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
方
の
た

め
に
、
自
宅
で
投
票
用
紙
に
書
い
て

郵
便
で
投
票
す
る
、
郵
便
等
に
よ
る

不
在
者
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
郵
便
等
投
票
で
き
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
、
又
は
戦
傷
病

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

で
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
一
定
の

基
準
に
あ
て
は
ま
る
方

②
手
帳
に
は
障
害
の
程
度
が
書
か
れ

て
い
な
い
が
、
①
の
障
害
と
同
程

度
の
障
害
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、

書
面
で
証
明
さ
れ
て
い
る
方

③
介
護
保
険
法
上
の
要
介
護
者
で
、

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介

護
状
態
の
区
分
が
要
介
護
５
と
記

載
さ
れ
て
い
る
方

■
郵
便
等
投
票
の
手
続
き

　

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う

た
め
に
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
交

付
す
る
郵
便
等
投
票
証
明
書
が
必
要

で
す
。

　

な
お
、
投
票
用
紙
の
請
求
手
続
き

は
投
票
日
の
４
日
前
ま
で
で
す
が
、

郵
送
す
る
期
間
を
考
慮
し
て
、
早
め

に
請
求
し
、
投
票
を
済
ま
せ
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

告
示
日
・
投
票
日
・
開
票
日

告
示
日
・
投
票
日
・
開
票
日

投

票

で

き

る

方

投

票

で

き

る

方

入

場

券

入

場

券

期

日

前

投

票

期

日

前

投

票

不

在

者

投

票

不

在

者

投

票

代

理

投

票

代

理

投

票

郵

便

等

投

票

郵

便

等

投

票

第
４
・
第
５
投
票
所
の

閉
鎖
時
刻
が
変
わ
り
ま
す

　

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
か
ら
、

第
４
・
第
５
投
票
所
の
閉
鎖
時
刻

を
午
後
８
時
か
ら
「
１
時
間
」
繰

り
上
げ
て
午
後
７
時
に
閉
鎖
し
ま

す
。

　

一
部
の
投
票
所
の
閉
鎖
時
刻
を

繰
り
上
げ
る
こ
と
で
投
票
立
会
人

な
ど
の
負
担
軽
減
や
経
費
の
節
減

を
図
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

投

票

所
（
５
か
所
）

投

票

所
（
５
か
所
）

施　設　名 対象地区

第１投票所 長瀞地区コミュニティ消防センター内 長瀞

第２投票所 長瀞町保健センター内 本野上・中野上・杉郷・辻

第３投票所 樋口地区コミュニティ集会所内
宮沢・滝の上・
小坂・岩田

第４投票所 ちちぶ農協長瀞支店矢那瀬花卉集荷所内 矢那瀬

第５投票所 井戸風布地区コミュニティ集会所内 井戸・風布

　

町
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
立
候

補
を
予
定
し
て
い
る
方
を
対
象
に

し
た
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
立
候
補
の
届
出
や
選

挙
運
動
の
説
明
と
立
候
補
の
届
出

に
必
要
な
諸
用
紙
を
お
渡
し
し
ま

す
。

■
日
時

　

３
月
23
日
㈬　

午
後
２
時

■
場
所

　

役
場
３
階　

大
会
議
室

※
立
候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方

は
出
席
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
（
代
理
の
方
で
も
構
い
ま

せ
ん
）。

※
１
候
補
者
３
名
以
内
で
お
願
い

し
ま
す
。

立
候
補
予
定
者
説
明
会

立
候
補
予
定
者
説
明
会
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皆
さ
ん
に
政
治
や
選
挙
に
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
き
、
選
挙
を
も
っ
と

身
近
な
も
の
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
投
票
立
会
人
を
募
集
し
ま
す
。

■
投
票
立
会
人
と
は
？

　

各
投
票
所
や
期
日
前
投
票
所
で
、

投
票
事
務
が
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う

立
ち
会
っ
て
い
た
だ
く
方
の
こ
と
で

す
。
決
し
て
難
し
い
仕
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■
応
募
資
格

①
投
票
日
現
在
で
20
歳
以
上
の
方

②
当
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方

③
特
定
の
候
補
者
と
利
害
関
係
を
持

た
な
い
中
立
的
な
立
場
の
方

■
立
会
時
間

○
期
日
前
投
票
所

　

・
午
前　

午
前
８
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
２
時
15
分

　

・
午
後　

午
後
２
時
15
分
〜
８
時

　
　

※
午
前
か
午
後
の
い
ず
れ
か
の

時
間
帯

○
投
票
日
当
日
の
投
票
所

　

第
１
・
第
２
・
第
３
投
票
所

　

・
午
前　

午
前
７
時
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分

　

・
午
後　

午
後
１
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
８
時

　

第
４
・
第
５
投
票
所

　

・
午
前　

午
前
７
時
〜
午
後
１
時

　

・
午
後　

午
後
１
時
〜
午
後
７
時

　
　

※
午
前
か
午
後
の
い
ず
れ
か
の

時
間
帯

　

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
テ
レ
フ
ォ

ン
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
投
票
・
開
票
速

報
を
行
い
ま
す
（
防
災
行
政
無
線
に

よ
る
速
報
は
行
い
ま
せ
ん
）。

■
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://www.town.nagatoro.saitama.jp/

■
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　

☎
０
８
０
０
・
８
０
０
・
６
６
８
０

　

※
電
話
が
混
み
あ
っ
て
い
る
場
合

は
、
繋
が
り
に
く
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
実
施
時
間

　

投
票
速
報　

中
間
は
午
前
９
時
か

ら
２
時
間
ご
と
、
結

果
は
確
定
後
直
ち
に

　

開
票
速
報　

結
果
確
定
後
直
ち
に

▽
戸
別
訪
問

　
　

有
権
者
の
家
を
訪
ね
て
投
票
を

依
頼
し
た
り
、
又
は
投
票
を
さ
せ

な
い
よ
う
に
依
頼
す
る
よ
う
な
行

為
は
、
戸
別
訪
問
と
し
て
す
べ
て

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
連
呼
行
為

　
　

選
挙
運
動
の
た
め
に
、
一
定
の

文
句
を
連
呼
す
る
行
為
は
、
原
則

と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
演
説
会
場
で
行
う
場
合
や
、

選
挙
運
動
期
間
中
の
午
前
８
時
か

ら
午
後
８
時
ま
で
の
間
、
街
頭
演

説
の
場
所
及
び
選
挙
運
動
用
自
動

車
の
上
で
行
う
場
合
は
、
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

▽
飲
食
物
の
提
供

　
　

特
定
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に

関
し
て
、
飲
食
物
を
提
供
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
名
義
で

あ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、

　

イ　

候
補
者
が
、
選
挙
運
動
の
慰

労
の
た
め
に
、
酒
や
ビ
ー
ル
を

与
え
る
こ
と
。

　

ロ　

第
三
者
が
、
い
わ
ゆ
る
陣
中

見
舞
と
し
て
、
候
補
者
に
酒
や

料
理
を
提
供
す
る
こ
と
。

　

な
ど
の
飲
食
物
の
提
供
は
、
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
選
挙
事
務

所
開
き
に
、
酒
や
ビ
ー
ル
な
ど
を

提
供
す
る
こ
と
は
違
反
行
為
に
な

り
ま
す
。

■
文
書
図
画
に
よ
る
選
挙
運
動

・
頒
布
で
き
る
も
の

　

選
挙
運
動
用
通
常
は
が
き
（
枚
数

制
限
あ
り
）

・
掲
示
で
き
る
主
な
も
の

　

選
挙
事
務
所
を
表
示
す
る
看
板
類

（
規
格
等
に
制
限
あ
り
）

　

ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
す
る
ポ

ス
タ
ー

　

一
人
ひ
と
り
が
、
公
正
な
選
挙
を

心
が
け
、
明
る
く
正
し
い
選
挙
が
行

わ
れ
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

投
票
立
会
人
の
募
集

投
票
立
会
人
の
募
集

投
票
・
開
票
速
報

投
票
・
開
票
速
報

 

問
合
せ 

　

選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
66
・
３
１
１
１　

内
線
２
１
４

こ
ん
な
選
挙
運
動
は

違
反
行
為
で
す
！

 町税・国民健康保険税の納税はお済みですか  町税・国民健康保険税の納税はお済みですか 

　町民税・固定資産税・軽自動車税や国民健康保険税（以下「町税等」）の今年度の納期は、修正などで課税
されるものを除いてすべて終了しています。
　納期限を過ぎた未納の町税等は、納期内に納税された方との公平性を保つため、延滞金が加算されます。 
納め忘れがないか、もう一度確認してください。
　万一、年度内の完納が困難な場合は、役場税務課で納税相談を受けてください。納税相談などもなく滞納が
続く場合は、税法上滞納処分の対象になります。大切な町税等を確保するために財産調査を行い、差押えに着
手せざるを得なくなりますのでご注意ください。
　なお、町税等の納税は口座振替制度もご利用いただけます。うっかり納め忘れて延滞金がかかるという心配
もなく、納期のつど納税に出向く手間も省け、大変便利な制度です。
　口座振替のお申込みは、納税通知書、預貯金通帳と通帳届出印を持参のうえ、役場税務課窓口で手続きがで
きます。「口座振替依頼書」の郵送も行っていますのでお問合せください。

 問合せ 　税務課管理担当　☎６６・３１１１　内線１１２、１１６
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町 職 員 の 給 与 等 を 公 表 し ま すを 公 表 し ま す
■職員給与の概要　 （Ｈ22年度）
●毎月決まって支給

給料 職務の種類と内容に応じて、給料表、
級などが決定

扶養手当 ①配　偶　者　　　　　13,000円
②配偶者以外　　　　　　6,500円

住居手当 借家等住居者→家賃に応じて支給
（最高27,000円）

通勤手当
①交通機関（電車など）利用者

→運賃相当額
②交通用具（自家用車など）

→距離に応じた定額

管理職手当
管理・監督の地位にある職員に支給
支給割合は、職による

（給料の15％以内）

■特別職の給料・報酬等の状況
（Ｈ22年度、単位：円）

区　　　分 給料月額等

給　料
町　長 420,000

（700,000）

副町長 495,000
（550,000）

報　酬
議　長 247,000
副議長 193,000
議　員 177,000

期　末
手　当

町　長 2.95月分
（加算措置あり）議　員

※町長・副町長の（　）内は、給料の減額措置
　前の額です。

■部門別職員数の状況　 （各年４.１現在）

区分
部門

職　員　数 対前年
増減数Ｈ21年 Ｈ22年

一
般
行
政
部
門

議 会 1 1
総 務 21 20 △ 1
税 務 9 9
民 生 9 10 1
衛 生 7 7
農 林 水 産 5 5
商 工 2 3 1
土 木 7 8 1
小　計 61 63 2

特 別 行 政
部 門 教 育 19 17 △ 2

公営企業等
会 計 部 門 国 保 等 9 8 △ 1

合　　　　　計 89 88 △ 1
※教育部門には、教育長を含みます。

●実績に応じて支給

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務したとき
支給

宿日直手当 勤務１回につき　　　　　4,200円

●臨時に支給

期末・勤勉手当 民間のボーナスに相当する手当
（年間3.95月分）

退職手当
①自己都合　　最高限度59.28月分

（勤続45年以上）
②定　　年　　最高限度59.28月分

（勤続35年以上）

■今後の定員管理の考え方
　職員の意識改革など町民の期待に応えられる人材の育成に努
め、町民へのサービス水準の維持・向上に配慮し、事務事業の
見直しや、適正な配置などにより、計画的に職員定数の削減を
図ってまいります。

■一般行政職員の級別職員数の状況
（Ｈ22.４.１現在）

※一般行政職員は、教育長、税務職、保健師、
　技能労務職を除いた職種です。  問合せ 　総務課庶務担当　☎６６・３１１１　内線２１３

2級［主任］2級［主任］
6人（9.0％）6人（9.0％）

3級［主査・主席主任］3級［主査・主席主任］
34人（50.7％）34人（50.7％）

4級［主幹］4級［主幹］
14人（20.9％）14人（20.9％）

5級［課長］5級［課長］
8人（11.9％）8人（11.9％）

1級［主事］
3人（4.5％）

2級［主任］
6人（9.0％）

3級［主査・主席主任］
34人（50.7％）

4級［主幹］
14人（20.9％）

5級［課長］
8人（11.9％）

6級［参事］
2人（3.0％）

職員数
67人
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町 職 員 の 給 与 等 を 公 表 し ま す町 職 員 の 給 与 等
　町職員の給与・職員数などについて、町民の皆さんのご理解を得るため、そのあらましをお知らせします。
　なお、町職員の給与は、標準生計費や国、ほかの地方公共団体、民間企業の給与などを考慮したうえ、町議会の 
審議・議決を経て条例で定められます。

職員給与の減額 町では、厳しい財政状況や人事院の勧告などを踏まえ、職員給与の減額を実施しています。

●町長・副町長・教育長は、給料・期末手当を減額しています。今後も引き続き減額します。
●一般職は、管理職手当を２０％減額しています。また、平成２２年度は、期末・勤勉手当の０．２月引き下げや
給料表の引き下げを行いました。

■人件費の状況（普通会計決算）　 （Ｈ21年度）
住民基本台帳人口
（Ｈ22.３.31）

歳　　出　　額
（Ａ）

人　　件　　費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

8,046人 32億1,624万４千円 ６億8,239万４千円 21.22％

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

■職員給与費の状況（普通会計決算）　 （Ｈ21年度）
職　員　数
（Ａ）

(Ｈ21.４.１)

給　　　　　与　　　　　費 １人あたり
給　与　費
（Ｂ／Ａ）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

82人 ２億9,685万円 3,437万７千円 １億1,039万円 ４億4,161万７千円 538万６千円

※職員手当には、退職手当は含まれていません。

■職員の平均年齢、平均給料（給与）月額の状況　 （Ｈ22.４.１現在）

●一般行政職 （単位：歳、円） ●技能労務職 （単位：歳、円）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

町 46.3 324,327 355,008 町 48.3 229,280 234,780

埼玉県 44.1 355,552 447,648 埼玉県 53.5 365,484 421,134

国 41.9 325,579 395,666 国 49.3 284,514 322,291

※平均給料月額は、給料の総支給額を職員数で割ったものです。平均給与月額は、給料に、毎月支払われる扶養手当、
　住居手当、管理職手当などを加えた総支給額を、職員数で割ったものです。

■一般行政職員の初任給・経験年数別平均給料月額の状況
（Ｈ22.４.１現在、単位：円）

区分
初　　任　　給 経験年数10年～15年未満 経験年数20年～25年未満

町 埼玉県 町 埼玉県 町 埼玉県

大学卒 161,600 178,800 268,486 297,242 351,800 384,976

高校卒 140,100 144,500 該当者なし 248,797 290,550 335,396

■平成22年ラスパイレス指数は　　90.4
　ラスパイレス指数は、国家公務員の給与水準を100とした場合の町職員の給与水準を示す指数です。
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旧新井家住宅で消防訓練

　教育委員会では、文化財防火デー（１月２６
日）の一環として、秩父消防署と町消防団との共
催により、旧新井家住宅で消防訓練を実施しまし
た。当日は、地元の皆さんの参加のもと、放水銃
による消火活動などが本番さながらに行われました。
 【１月２３日】

全国小学生ソフトテニス大会埼玉県予選会

　全国小学
生ソフトテ
ニス大会埼
玉県予選会
が、熊谷さ
くら運動公
園テニスコ
ートで行わ
れ、女子５
年生の部に
出場した佐

さ

藤
とう

恵
あや

香
か

（長瀞第二小）・中
なか

田
だ

真
ま

歩
ほ

（皆野小）
ペアが見事、準優勝しました。 【１１月１３日】
　このペアは、埼玉県代表として、３月２９日（火）
から千葉県白子町で行われる全国小学生ソフトテニス
大会に出場します。

少 年 剣 道 大 会

　長瀞町少年剣道大会が、中央公民館で行われました。当町
から参加した選手が、日ごろの練習の成果を十分に発揮し、
大活躍しました。 【１月１５日】
　結果は下記のとおりです。
　男子中学生の部
　　　優　勝　大

おお

澤
さわ

　拓
たく

路
み

　　　準優勝　倉
くら

林
ばやし

圭
けい

一
いち

郎
ろう

　　　第３位　設
した

樂
ら

　直
なお

暉
き

　女子中学生の部
　　　準優勝　石

いし

原
はら

　遥
はる

香
か

　　　第３位　持
もち

田
だ

くるみ
　男子小学生高学年の部
　　　準優勝　倉

くら

富
とみ

　　潤
じゅん

　　　第３位　青
あお

澤
さわ

　春
はる

輝
き

　女子小学生高学年の部
　　　優　勝　丸

まる

山
やま

　紋
あや

加
か

　　　準優勝　大
おお

澤
さわ

　芽
め

以
い

育 成 会 か る た 大 会

　町青少年育成会連絡協議会主催の第２４回長瀞町かる
た大会が、中央公民館で開催されました。当日は、第一
小・第二小の児童８０名が参加し、低学年・高学年の部、
団体戦が行われ、児童たちの交流を図ることができました。
 【１月２３日】
団　体　
優　勝 二支部Ａ　準優勝 六支部Ａ　第３位 一支部Ｂ
低学年　
優　勝 小

こ

林
ばやし

葉
は

月
づき

　準優勝 千
ち

島
しま

未
み

久
く

　第３位 德
とく

茂
も

郁
か

織
おる

高学年
優　勝 鈴

すず

木
き

瑠
る

梨
り

　準優勝 佐
さ

藤
とう

春
はる

樹
き

　第３位 石
いし

上
がみ

成
なる

美
み

（左から中田さん、佐藤さん）
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こ ど も 医 療 費 支 給 事 業こ ど も 医 療 費 支 給 事 業
　平成２２年７月１日診療分から、対象年齢が０歳から中学校卒業まで支給対象となっています。

■支給事業の概要
対 象 年 齢
（通院、入院）

０ 歳 か ら 中 学 校 卒 業 ま で
（満１５歳に達する日以後の３月３１日まで）

　※２２年７月診療分から自己負担（通院：１,０００円／月・入院：１,２００円／日）は廃止されました。

■医療費の助成を受けられる方
　町内に住所を有し、国民健康保険又は社会保険に加入している被保険者の被扶養者となっているこども。
　※ただし、重度心身障害者医療費や生活保護の受給者の方は、それぞれの制度で医療費助成を受けられます
　　ので、該当しません。

■支給内容
　・医療保険制度による医療費及び他の法令による医療費の本人負担額。
　・ただし、高額療養費及び附加給付の適用がある場合は、加入医療保険から支給されますので、その額を控
　　除した金額を支給します。（入院の場合の入院時食事療養負担額・差額ベッド代・自費分の文書料などは、
　　支給の対象外です。）

■登録について
　◆登録に必要なもの
　　①申請書　②対象児童の健康保険証　③印鑑（認印）　④保護者名義の普通預金口座の通帳（郵便局は不可）
　※手続きについては、代理の方でも結構です。

 問合せ 　町民課給付担当　☎６６・３１１１　内線１２３、１２５

広報ながとろ「くらしのメモ」に広告を載せてみませんか広報ながとろ「くらしのメモ」に広告を載せてみませんか
　町では、広報ながとろ「くらしのメモ」に皆さんからの広告を有料で掲載することができます。
　広報ながとろ「くらしのメモ」は、毎月2,800部発行し、町内の各世帯にお届けしています。
　地域に密着した広告媒体となりますので、高い広告効果が期待できます。あなたの会社、お店の広告を考えている方、
広告欄を使って、宣伝してみませんか。

 掲載できるもの 
　広報紙の公共性、中立性及びその品位を損なわないもの

 掲載できないもの 
○青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
○政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
○公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
○その他、不適当と町長が認めるもの

 掲載場所 
　広報ながとろ別刷りの「くらしのメモ」下１段

 掲 載 料 
○第１号（縦48㎜×横85㎜） 5,000円　　　　　　
○第２号（縦48㎜×横180㎜） 10,000円　　　　　　
○第３号（縦48㎜×横274㎜） 15,000円　　　　　　

 原　　稿 
　掲載希望者が作成してください。割付は、町で行います。
　広告の原稿は、申請書（総務課にあります。）と一緒に前
月１日（１日が土・日・祝日の場合は、前の平日）までに、
総務課へ持参のうえ、お申込みください。

 そ の 他 
○町で審査を行ったうえで、掲載の可否を決定します。
○掲載順は、原則として受付順とします。

問合せ

役 場
中央公民館
保健センター

☎66・3111㈹
☎66・1800
☎66・0775

※毎月最終日曜日と第１、第３金曜日の夜間
役場の一部窓口を開庁します。

ながとろ
広 報

平成■■年

月

20■■

《 人権に関する標語 》

広  告

 可燃ごみ収集日（全地区）
 不燃ごみ収集日（長瀞・本野上地区）

《 人権に関する標語 》《 人権に関する標語 》

掲 載 場 所

この位置に入ります。

 申込み・問合せ 　総務課自治振興担当　☎66・3111　内線215



問合せ　健康福祉課健康担当　☎66・3111　内線134､135

健康福祉課

福祉担当

☎66・3111

内線132、133

66・3564
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　平成２３年度の保健センターで実施する予防接種について予約受付を行いますので、該当する方は必ず予約をお
願いします。

１．受付を開始する予防接種・予約時間
予防接種名 日　　　　　程 予約時間

Ｂ　Ｃ　Ｇ［年６回］
５月１２日（木） １１月１０日（木）

午後１時２０分７月１４日（木） 　１月１２日（木）
９月　１日（木） 　３月　８日（木）

ポ　リ　オ［年４回］
４月２０日（水） １０月２５日（火） 午後１時３０分

午後１時４５分７月２１日（木） 　１月２３日（月）

　　＊三種混合・・・平成２２年度までは毎月保健センターで実施していましたが、接種者の利便性の向上を図る
ため、接種者が直接医療機関で接種する方法を検討中です。対象医療機関などは決まり次第
別途お知らせします。

　　＊日本脳炎・・・平成２２年度は国の方針に基づき、３歳児
に対して保健センターで接種を実施しまし
たが、接種方法などを検討中です。

　　　　　　　　　　詳細が決まり次第別途お知らせします。

２．予約受付期日・時間・方法
　　予約の受付開始は３月１日（火）から原則、電話での受付で
す。受付時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前８時
３０分から午後５時までです。

　　受付期限は、ＢＣＧが接種日の１週間前、ポリオが接種日の
２週間前です。（土・日・祝日の場合は、その前日となります。）

３．接種当日の集合時間
　　予約した時間の１０分前には、会場にお越しください。時間
厳守でお願いします。もし、急用などで、時間に遅れる場合は、
ご連絡ください。

４．注　　意
　　＊予約していた日に来られない場合には必ずご連絡ください。
　　＊予防接種の接種間隔を確認してから予約をしてください。
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の
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得
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る
場
合
、
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を
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経
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の
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が
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に
関
す
る
援
助

平成２３年度の予防接種の予約受付開始平成２３年度の予防接種の予約受付開始

献血にご協力を
　次の条件を満たしている健康な方なら献血
可能です。
・16歳から64歳で、体重が男性45㎏以上、
女性40㎏以上の方
・前回の採血から一定期間を経過し、年間献
血量が男性1,200㎖以内、女性800㎖以内
の方
・過去６か月以内に妊娠していない方
・英国滞在歴のある方に関しては献血制限が
あります。
・血液比重、血圧測定、問診で健康と認めら
れた方
日時・場所　３月23日㈬
　　　　　　午前９時30分～正午　役場
　　　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　　　日本イスエード㈱
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所 在 地　大字野上下郷地内　　　　　募集戸数　２戸
建設年度　昭和５６・５７年度　　　　間 取 り　３ＤＫ（浴槽・風呂釜持込み）
家　　賃　13,400円～26,600円（平成22年度家賃）
受　　付　随時、受付します。（土日祝日は除く）
　　　　　申込書は地域整備観光課で配布しています。
そ の 他　・単身入居の申込みはできません。また、不明な点は担当へお問い合わ

せください。
　　　　　・申込者が多数の場合は困窮度の高い方に入居決定します。

 申込み・問合せ 　地域整備観光課土木建設担当　☎６６・３１１１　内線２４４

募　集
町体育指導委員

　町教育委員会では、現在何らかのス
ポーツをしており、スポーツ指導など
に興味のある方で、体育指導委員をし
ていただける方を募集しています。興
味がある方は、公民館備え付けの経歴
書に記入のうえ、提出をお願いします。
活動内容　例月会議及びスポーツ教室
　　　　　の開催、スキー教室など
募集人員　若干名
締切期限　３月３１日㈭
報　　酬　町規則に準ずる
提出先・問合せ
　　　　　中央公民館生涯学習担当
　　　　　☎６６・１８００

みどりの埼玉づくり県民提案事業
　ＮＰＯ・地域団体などの里山再生事
業、企業や同窓会の森づくり、都市部
の緑化事業など「みどりの保全や創出」
に取り組む事業提案に対して、補助金
を交付し、支援します。
補助対象　①みどりを守る活動
　　　　　②みどりを創る活動
　　　　　③みどりを学ぶ・楽しむ活動
応募資格　ＮＰＯ、ボランティア、そ

の他の団体・グループ、県
内に事業所又は営業所を有
する法人

補 助 額　１件あたり上限１５０万円
　　　　　５０万円まで全額。
　　　　　５０万円を超える部分は　

１／２を補助。
申込方法　４月１日㈮から４月２８日

㈭までに、所定の申込書に

より、県みどり再生課へ提
出をお願いします。

　　　　　その後、審査選考します。
申込み・問合せ
　　　　　県みどり再生課
　　　　　☎０４８・８３０・３１９０

お知らせ
固定資産課税台帳の縦覧

　平成２３年度に課税する固定資産税
台帳を下記のとおり公開します。
期　間　４月１日㈮～５月３１日㈫
　　　　（土・日・祝祭日は除く）
　　　　午前８時４５分～午後５時
場　所　税務課窓口
対　象　町に固定資産税（土地・家屋）

を納めている方
　　　　納税者の同居親族
　　　　納税者から委任を受けた代理人
その他　本人の場合は、本人確認ができ

る書類（運転免許証など）また、
代理人の場合は委任状及び代
理人本人であることを確認で
きる書類を持参してください。

問合せ　税務課資産税担当
　　　　☎６６・３１１１　内線１１３

国民健康保険加入者の高齢
受給者証差し替え

　国民健康保険加入者の７０歳以上の
方で、病院などの窓口で自己負担割合
が「２割（平成２３年３月３１日まで
１割）」となっている方は、国の軽減
特例措置により昨年に引き続き４月１
日から１年間、１割に据え置きとなり
ましたので「高齢受給者証（桃色）」
の差し替えをします。

　３月下旬から末日までに新しい「高
齢受給者証」を郵送します。（お手元
の受給者証は４月末までに役場町民課
へ返還してください。）
　なお、高齢受給者証に記載されてい
る自己負担割合は、毎年７月１日現在
の世帯状況及び前年度所得に基づき、
一年ごとに負担区分の判定を行い、８
月１日付けで更新しています。
問合せ　町民課給付担当
　　　　☎６６・３１１１　内線１２３

消費生活講演会
　長瀞町くらしの会では、皆野町くら
しの会と合同で講演会を開催します。
　皆さんお誘い合せてご参加ください。
日　時　３月１５日㈫
　　　　午後１時３０分～３時３０分
場　所　皆野総合センター
内　容　消費者被害と食の表示
講　師　三友久子氏
　　　　（消費生活専門相談員）
費　用　無料
その他　駐車場が狭いため、乗り合わ

せておいでください。
問合せ　長瀞町くらしの会
　　　　（事務局　地域整備観光課産業観光担当）
　　　　☎６６・３１１１　内線２３４

吉田フルーツ街道
　パンジー・芝桜堀取り
日　時　３月２６日㈯、２７日㈰
　　　　４月２日㈯、３日㈰
　　　　午前９時～午後４時
場　所　釜の上農園村
内　容　パンジー・芝桜花苗堀取り販売
　　　　　パンジー１株　５０円
　　　　　芝桜１株　　１００円
　　　　地域の伝統食の販売 農産物の販売など
問合せ　ちちぶ花銀行事務局
　　　　☎２３・１００２

秩父やまなみ街道の
　「開通１０周年記念キャンペーン」
　秩父やまなみ街道（皆野寄居有料道
路）の開通１０周年を記念して割引率
をより高くした「広告付き回数券」を
販売し、利用者の拡大と地域の振興を
図るキャンペーンを実施します。
販売時期　４月１日㈮～９月中旬
利用期間　４月１日㈮から
　　　　　９月３０日㈮まで
販 売 先　料金所、地元のコンビニエ

ンスストア、農協など
販売品目　普通車　　４枚綴り
　　　　　1,320円（330円／枚）
　　　　　軽自動車　４枚綴り
　　　　　960円（240円／枚）
問 合 せ　埼玉県道路公社
　　　　　☎０４８・８２２・８０７３

塚越団地（空き家）入居者募集
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今月今月のの
介護保険料介護保険料

■普通徴収（随時第１期）　※納期限は３月３１日㈭です。
　※口座振替をご利用の方は３月２８日㈪が振替日となりますので、残高をご確認
ください。

　※介護保険料（普通徴収）の納め忘れはありませんか。年度途中で６５歳となっ
た方や、年度途中に転入された方は普通徴収です。役場又は金融機関に納付書
で納めてください。

 問合せ 　健康福祉課介護保険担当　☎６６・３１１１　内線１２４

　学生の皆さんも、２０歳になったら、必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付け
られています。
　しかし、学生本人の収入が一定額以下のときには、申請により保険料の納付が猶予される学生納付特
例制度があります。

申請手続き

　申請先　秩父年金事務所又は役場町民課
　持ち物　学生証、印鑑、年金手帳
　前年度に学生納付特例が承認され、翌年度も引き続き同一の学校に在学される方には、日本年金機構
から申請書（はがき形式）が送られます。翌年度の手続きは、その申請書に必要事項を記入して、日本
年金機構埼玉事務センターへ提出するだけです。
※在学する学校などが変わった方は、はがき形式の申請書では申請を行えませんので、改めて窓口で申
請してください。

対象になる学生

　大学（大学院）、短大、高等学校、専修学校及び各種学校（※１）などに在学する２０歳以上の学生（※
２）が対象です。
　本人の前年所得が１１８万円を超えるときは、この特例の対象になりません。（学生に扶養親族がい
る場合、限度額は引き上げられます。）
（※１）　各種学校の対象は、学校教育法に規定される各種学校（修業年限１年以上）です。また、文部

科学大臣が指定した課程の海外大学（日本分校）の学生の方も含まれます。
（※２）　夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

申請して認められると

　この特例の対象期間は、年金額には反映されませんが、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、事故や病気で障害が残った場合に、障害基礎年金が支給されます。死亡の場合は、遺族（「子の
ある妻」と「子」）に遺族基礎年金が支給されます。
　学生納付特例期間の保険料は、１０年以内であれば、申出により追納することができます。追納する
保険料の額は、承認を受けた期間の翌年度から起算して３年度目以降は、当時の保険料に経過期間に応
じた加算額が上乗せされます。

 問合せ 　秩父年金事務所　☎２７・６５６１

国民年金保険料が後払いできる
学 生 納 付 特 例 制 度
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人のうごき 平成23年2月1日現在（前月比）
１月中の届出

人　口 7,960人 (-14) 転　入 10人
男 3,879人 (- 3) 転　出 13人
女 4,081人 (-11) 出　生 2人（男1人・女1人）
世帯数 2,854戸 (- 2) 死　亡 13人 (男6人・女7人)

軽自動車、バイクなどの廃車手続きはお早めに軽自動車、バイクなどの廃車手続きはお早めに
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税されます。軽自動車、原動機付自転車・小型特殊
自動車をお持ちの方で次に該当する場合は、３月３１日㈭までに、必ず廃車の手続きをしてください。

　・町外へ転出した場合　・町外へ転出した場合
　・譲渡した場合（必ず名義変更してください。）　・譲渡した場合（必ず名義変更してください。）
　・廃棄処分する場合　・廃棄処分する場合
　・盗難、紛失の場合（町役場のほか、警察にも届出してください。）　・盗難、紛失の場合（町役場のほか、警察にも届出してください。）

手続きが遅れると平成２３年度の税金が課税されます。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥◆ 手続き場所 ◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

車　　　　種 取り扱い窓口
原動機付自転車（１２５㏄以下）
小型特殊自動車

町税務課
☎６６・３１１１

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

関東運輸局　熊谷自動車検査登録事務所
☎０５０・５５４０・２０２７

三輪の軽自動車
四輪の軽自動車

軽自動車検査協会　熊谷支所
☎０４８・５７４・１６６２

 問合せ 　税務課住民税担当　☎６６・３１１１　内線１１２

　後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただきます。皆さんに納めていただいた保険料は、
制度を支える大切な財源です。
　保険料の納め方は、「年金からの天引き（特別徴収）」と「納付書による納付（普通徴収）」です。
　「納付書による納付」の場合、納期限までに保険料を納めていただくことになっています。納め忘れがないか、
もう一度確認してください。納め忘れがありましたら、役場又は金融機関で納付してください。（納付書を紛失
された方は、役場町民課で再発行できますのでご連絡ください。）
　なお、災害などの特別な事情で保険料の納付が困難な場合は、そのままにしないで、役場町民課にご相談くだ
さい。

　 問合せ 　町民課給付担当　☎６６・３１１１　内線１２５

後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか
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この印刷物は再生紙と環境にやさしい
「大豆インキ」を使用しています。

税務課・町民課窓口
●窓口業務延長日　夜７時まで時間延長
　３月４日・18日、４月１日㈮

●日曜開庁日　午前９時～午後５時
　３月27日㈰
◆税務関係諸証明の交付　◆納税　◆住民票の交付
◆戸籍謄本・抄本の交付　◆印鑑登録、印鑑証明書の交付
※住基ネットを利用した住民票の広域交付はできません。

　節分の日の２月３日㈭に宝登山山頂において、振り込め詐欺被害の撲滅を目指して街頭キャン
ペーンを行いました。
　当日は、秩父警察署長や長瀞町長ら関係者がロウバイを見ようと訪れた大勢の行楽客に、チラ
シなどを手渡しながら「振り込め詐欺に注意してください。」と呼びかけました。

急な電話とウメェ話に急な電話とウメェ話に
ロウバイするな!ロウバイするな!
～マメに家族と話し合い大事な宝を守ろう～～マメに家族と話し合い大事な宝を守ろう～

○医師会休日診療所の診療時間は午前10時から午後５時まで。
○休日診療所以外の医療機関は午前９時から午後６時まで。ただし、※印の病院
は午後６時以降、電話で確認の上、受診してください。
○平日、休日の救急医療体制については秩父郡市医師会ホームページでもご確認
いただけます。　　http://www.chichibu.ne.jp/̃ishikai
○医療機関の都合で変更になることがあります。
　秩父消防署長瀞分署　☎69・0119でご確認ください。

振り込め詐欺被害に遭わないために振り込め詐欺被害に遭わないために
　これまでの振り込め詐欺は、子や孫などの親族
をかたって現金を振り込ませる手口がほとんどで
したが、最近になって、警察官、銀行員、弁護士
などをかたってキャッシュカードや現金を直接取
りに行くという手口が増えてきました。
●「電話番号が変わった」は詐欺
●「現金、通帳、キャッシュカードを預かります」
は詐欺

●電話帳などに女性の名義で載っている方が狙わ
れています

　振り込め詐欺の手口はいつも同じではありませ
ん。
　「今の電話・・・もしかして」と思ったら、「家
族」や「けいさつ総合相談センター　＃９１１０」
に相談してください。

埼玉県警察マスコット「ポッポくん」埼玉県警察マスコット「ポッポくん」
もキャンペーンに参加しましたもキャンペーンに参加しました

防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

防
犯
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と　き 当　　番　　医 所在地 電話番号

３月６日
　医師会休日診療所（内・小）
　横田内科・呼吸器科クリニック（内・呼）
※秩父市立病院

熊 木 町
小鹿野町
桜 木 町

☎23－8561
☎72－7447
☎23－0611

３月13日
　医師会休日診療所（内・小）
　片田医院（外・内）
※秩父病院

熊 木 町
下 影 森
宮 側 町

☎23－8561
☎22－1801
☎22－3022

３月20日
　医師会休日診療所（内・小）
　本間医院（内・小・リウマチ）
※秩父市立病院

熊 木 町
小鹿野町
桜 木 町

☎23－8561
☎75－0020
☎23－0611

３月21日
　医師会休日診療所（内・小）
　松本クリニック（内）
　皆野病院

熊 木 町
日野田町
皆 野 町

☎23－8561
☎22－3000
☎62－6300

３月27日
　医師会休日診療所（内・小）
　小鹿野中央病院（一次救急）
※秩父病院

熊 木 町
小鹿野町
宮 側 町

☎23－8561
☎75－2332
☎22－3022


